
13 議決結果 12表決結果と議決結果

(以下は、全議員賛成のもと原案のとおり可決・承認・同意した議案）

令和２年五條市議会第１回臨時会・第３回臨時会・第２回６月定例会
の表決結果と議決結果
○＝賛成　　●＝反対　　除＝除斥　　退＝退席　　長 ＝議長     ※＝可否同数による議長裁決



15 議決結果ほか 14議決結果

　　　　　　　　　　　　　　　　
               調査特別委員会が設置されました

　６月定例会において、地方自治法第１００条の調査権を委任した総
合体育館及び公園緑地課等の事務・事業並びに入札及び随意契約の締
結に関する調査特別委員会が設置されました。

１００条調査権とは・・・
　関係人から記録等の提出や証人としての出頭及び証言を求めること
ができ、正当な理由なく拒むことはできません。これらの拒否には罰
則が定められており、虚偽の陳述等が認められた場合、告発の対象と
されるなど、強い権限が与えられています。

今後、調査特別委員会では
（１）総合体育館における事務及び事業の執行に関する事項
（２）公園緑地課の事務・事業に関する事項
（３）危機管理課、児童福祉課、教育総務課、学校教育課、生涯学習
         課の平成２８年度から令和元年度までの入札及び随意契約の締
         結並びに事務・事業に関する事項
を調査していきます。

　なお、設置にあたっての決議文は１６ページに掲載しておりますの
で、そちらもご参照ください。
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１　本会議に、委員６人からなる総合体育館及び公園緑地課等の事務・事業並びに入札
　及び随意契約の締結に関する調査特別委員会を設置するものとする。

２　本特別委員会は、地方自治法第１００条第１項の規定により、次の事項について調 
　査するものとする。
　（１）総合体育館における事務及び事業の執行に関する事項
　（２）公園緑地課の事務・事業に関する事項
　（３）危機管理課、児童福祉課、教育総務課、学校教育課、生涯学習課の平成２８年
　　　  度から令和元年度までの入札及び随意契約の締結並びに事務・事業に関する事
　　　  項

３　本会議は、２に掲げる事項の調査を行うため必要があるときは、地方自治法第１００
　条第１項の規定により選挙人その他の関係人の出頭、証言及び記録の提出を請求する権
　限を本特別委員会に委任する。

４　本会議は、２に掲げる事項の調査を行うため必要があるときは、地方自治法第９８
　条第１項の規定により、２に掲げる事項に関する書類及び計算書を検閲し、市長その
　他の執行機関の報告を請求して事務の管理、議決の執行及び出納を検査する権限を本
　特別委員会に委任する。

５　本特別委員会は、２に掲げる事項の調査が終了するまで、閉会中もなお、継続して
　調査することができる。

６　本特別委員会に要する経費は、令和２年度において２００万円以内とする。

　　以上、五條市議会は地方自治法第１００条の規定による事務の調査を行うための特
　別委員会を設置することを決議する。

　　　　令和２年６月１８日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五　條　市　議　会

地方自治法第１００条の規定による事務の調査を行うための特別委員会を設置する決議

16定例会の概要1
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